
1

Chapter

9-39-3 青色申告システム

青色申告システムの起動

CD-ROMよりコピーした「01青色申告」のファイルを開くと、起動画面の
「メインメニュー」が表示されます。メニュー画面が表示されるまで多少時間が
かかりますので、しばらくお待ちください。フォームを開く際にマクロウィル
スに対する警告が表示される場合には、「マクロを有効にする」をクリックして
ください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

全てはここから始まります。1 ～ 9 のボタンをクリックすると、それぞれの
シートへジャンプすることができます。

※青色申告システムでは、黄色いセルはデータを入力する場所、白いセルはパソコンが計算して自動
的に数値が入る場所、緑のセルは項目の名前等として分類しています。

　また、セルの右上に赤い印が付いているときはコメントが入っています。マウスカーソルを近づけ
るとコメントが表示されます。重要なことが書いてあるので、必ず読むようにしてください。



2 各種ボタンの説明

1  本人データ入力
申告者のデータを入力します。名前、生年月日、性別等、合計7項目を入力してくだ

さい。

2  源泉徴収票データ入力
源泉徴収のデータを入力する場所です。複数の収入源を持つ人は、主となる収入を上に、

それ以外の収入は、合計を下の欄に記入してください。

3  医療費控除の内訳書
医療を受けた人がいる場合に記入してください。数回に渡って医療を受けたり、医療を

受けた人が複数いる場合には、「医療費控除の内訳書」を申告書と一緒に提出する必要が

あります。

4  住宅取得控除
住宅を取得した場合や、増改築を行った場合に入力してください。

5  控除データ入力
各種控除のためのデータを入力するシートです。障害者や配偶者、寡婦（寡夫）控除を

受ける場合等に記入します。

6  確定申告書（一面）
青色確定申告書の一面（表）です。入力されているデータから計算をし、必要なデータ

が表示されます。最終的に確認するのはこのシートと、確定申告書（二面）です。

7  確定申告書（二面）
青色確定申告書の二面（裏）です。入力されているデータから計算結果が反映されます。

最終的に確認するのはこのシートと、確定申告書（一面）です。

8  申告決算書（一般用）
申告決算書の一般事業者用です。（損益）、（イ）、（ロ）、（貸借対照表）の合計4シート

から構成されており、上に表示されている［次へ］をクリックすると、次に入力すべき

シートへとジャンプします。

9  申告決算書（不動産用）
申告決算書の不動産業者用です。一般事業者用同様（損益）、（イ）、（ロ）、（貸借対照表）

の合計4シートから構成されています。入力し終えたら［次へ］をクリックして、次の

シートへ進んでください。

※申告決算書を提出しなければ青色申告特別控除を受けることはできません。少なくとも、事業者用
か不動産用どちらかのシートを埋める必要があります。
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10� 終了
Excelを終了します。このとき、他に開いているブックに関係なく終了しようとするの

で、指示に従ってください。

操作方法

それぞれのシートには、必要に応じて［MENU］、［印刷］、［戻る］、［次へ］等
のボタンが用意されています。［MENU］をクリックすればメインメニューにジャ
ンプ、［印刷］は現在表示しているシートを印刷プレビュー表示、［戻る］は1つ
前のシートに戻る、［次へ］は1枚次のシートへ進むことができます。
セルにデータを入力する際には、数値や文字列等をきちんと入力してください。

それぞれのシートは相互にデータを参照しており、例えば、「本人データ入力」
シートで入力した氏名は、他のシートからも呼び出されています。必要なセルに
データが入力されていなかったり、入力したデータが間違っていると、他のシー
トでエラーが出ることがあります。そういった場合は、きちんとしたデータが入
力されているかどうかを確認してください。

データを入力する

（1）本人データ入力

申告者の個人的なデータを入力します。フリガナ、氏名、生年月日、性別、配
偶者の有無、住所、青色申告特別控除についての7項目です。
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上の方に表示されている「平成12年分の―」の部分は、平成12年分の処理を
する限り変更しないでください。もしかしたら平成13年分の入力に使いたくな
るかも知れませんが、おそらく所得税が改正されてしまうでしょう。つまりは、
現実問題、平成12年分以外には使えないということです。
1  フリガナ
氏名のフリガナを入力してください。入力しないと、右側に赤い文字で警告が表示され

ます。
2  氏名
名前を入力してください。入力しないと、右側に赤い文字で警告が表示されます。

3  生年月日
生年月日を入力してください。入力形式は、大正、昭和、平成の頭文字（T、S、H）を付

けて、年、月、日の順に入力してください。年月日の間は［/（スラッシュ）］で区切りま

す。入力が終了するとピリオドで区切られた形式になります。

この部分に入力した生年月日と、上に記載されている年で年齢が自動計算されます。
4  年齢
上に入力した生年月日と申告年の年末を元に、年齢を自動計算します。

5  性別
性別を入力してください。男なら1、女なら2を入力してください。

6  配偶者の有無
配偶者の有無を確認します。配偶者がいる場合には1を、それ以外は2を入力してくだ

さい。また、寡婦（寡夫）の場合は、2を入力してください。
7  住所
現住所を入力してください。

8  青色申告特別控除
青色申告特別控除の選択をしてください。55万円の特別控除を受ける人は1を、45万

円の特別控除を受ける人は2を、10万円の特別控除を受ける人は3を入力してください。

※青色申告特別控除を受けない人は、このフォームを利用することができません。また、このシート
の項目は必ず全て入力してください（入力しない場所にはゼロを入れておくと確実です）。様々な
シートでこれらの情報を参照しています。



（2）源泉徴収票データ入力

給与所得の源泉徴収票のデータを入力します。各項目のデータを入力してくだ
さい。



（3）医療費控除の内訳書

医療費控除の内訳書です。
複数の人が医療を受けた場合、また複数回に渡って医療を受けた場合に、この

内訳書が必要になります。この控除を受ける場合には、医療を受けたときの金銭
の領収書が必要になります。
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1  住所・氏名
本人データ入力シートで入力したデータが記載されます。

2  医療を受けた人
医療を受けた人の氏名を入力してください。

3  続柄
医療を受けた人の続柄を入力してください。

4  病院薬局などの所在地・名称
医療費控除の適用となる医療を受けた病院や薬局の所在地、名称を入力してください。

5  支払月日、治療内容・薬品名、支払った金額
医療を受けた日、その治療内容、支払った金額を入力してください。

6  保険金などで補填される金額
保険金等で補填される金額を入力してください。



（4）住宅取得控除データ入力

住宅取得のための控除を受ける際に入力します。
居住開始年月日に応じて、2つのシートが用意されています。
平成11年以降に入居された方は「平成11年以降入居者用」を、平成10年以

前に入居及び阪神・淡路大震災の被災者用税率を適用される方は「平成10年以
前入居者用」をご使用ください。
また、平成11年1月1日から3月31日の間に居住を開始された方は、両方の

適用を受けることができますが、2つのシートを同時に使用することはできません。

　　平成11年以降入居者用
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1  居住開始年月日
住宅に居住開始した日付を入力してください。西暦で、yyyy/mm/ddの形式で入力して

ください。
2  取得対価の額
家屋及び土地等の取得対価をそれぞれ入力してください。

3  あなたの共有持分
なにも入力されていない状態では100%となっています。

上の欄に分子を下の欄に分母を入力してください。



4  あなたの持分にかかる取得対価の額
2  と 3  を掛けたものが自動的に計算されます。

5  家屋の床面積又は土地等の面積のうち居住用部分の占める割合

1．総床面積又は総面積
住宅の総床面積又は土地等の総面積を入力してください。

2．居住用部分の床面積又は面積
住宅の居住用部分の床面積又は土地等の居住用部分の面積を入力してください。

3．居住用割合
住宅の総床面積、土地等の総面積のうち居住用部分の割合を自動的に計算します。

また、90％を超えた場合には自動的に100％になります。

4．土地等の選択割合
家屋の居住用割合と土地等の居住用割合の差が10%以内である場合、土地等の居住

割合に代えて家屋の居住用割合が自動的に表示されます。
6  新築又は購入に係る住宅借入金等の年末残高
金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」に記載さ

れている住宅借入金等の年末残高を入力します。
7  あなたの持分に係る取得対価の額
4  の金額が自動的に表示されます。

8  取得対価の額に係る住宅借入金等の年末残高
6   と 7  を掛けたものが自動的に計算されます。

9  居住用割合
5  で計算した割合が自動的に表示されます。なお、5  4．の「土地等の選択割合」が

表示された場合には、土地等の居住用割合に関してのみ、有利な割合が自動的に表示さ

れます。
10� 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高
8  と 9  を掛けたものが自動的に計算されますが、住宅及び土地等の項目は、家屋の

居住用割合と土地等の居住用割合が異なる場合、 11  で計算された金額が自動的に表示

されます。
11  家屋の居住用割合と土地等の居住用割合が異なる場合
i の金額と iiの金額の合計額が自動的に表示されます。

12  居住用部分の増改築等に係る住宅借入金等の年末残高
増改築等に係る住宅借入金等の年末残高が自動的に計算されます。増改築を行った場合

には、下の表「居住用部分の増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」にデータ入力し

てください。



13  住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高
住宅借入金等特別控除の基礎となる金額が、自動的に計算されます。

14  増改築等に係る住宅借入金の年末残高
増改築等に係る住宅借入金等の年末残高を入力してください。

15  増改築等に要した費用の額
増改築に要した費用の額を入力してください。

16  あなたの共有持分
なにも入力されていない状態では100%となっています。

上の欄に分子を下の欄に分母を入力してください。
17  あなたの持分に係る費用の額
増改築に要した金額のうち、あなたの持分にかかる金額が自動的に計算され表示されます。

18  増改築等の費用の額に係る住宅借入金等の年末残高
14  か 17  のどちらか小さいほうが自動的に表示されます。

19  あなたの持分に係る費用の額のうち居住用部分の金額
増改築等に要した費用の額のうち、あなたの持分の居住用部分の金額を入力してください。

20  居住用割合
18  と 19  を掛けたものが自動的に計算されます。

21  居住用部分の増改築等にかかる住宅借入金等の年末残高
18  と 20  の割合を掛けたものが自動的に計算されます。



　　平成10年以前入居者用
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1  居住開始年月日
住宅に居住開始した日付を入力してください。西暦で、yyyy/mm/ddの形式で入力して

ください。
2  共有持分
はじめに100%と入っています。共有されている場合には、その割合をパーセンテージ

で入力してください。
3  新築又は購入に係る住宅借入金等の年末残高
住宅借入金等の年末残高を入力してください。

4  家屋の取得対価の額
家屋の取得対価を入力してください。

5  あなたの持分に係る取得対価の額
共有持分と、家屋の取得対価の額から自動的に割り出されます。

6  家屋の総面積のうち居住用部分の床面積の占める割合

1．総床面積
住宅の総面積を入力してください。

2．居住用部分の床面積
住宅の居住用部分の床面積を入力してください。

3．割合
住宅の総床面積のうち、居住用部分の床面積の割合を自動的に計算します。90％を

超えた場合には自動的に100％になります。



7  家屋の取得対価の額に係る住宅借入金等の年末残高
3  か 6  のどちらか小さい方が自動的に計算されます。

8  居住用部分の家屋及び土地に係る住宅借入金等の年末残高
8  と 9  を掛けたものが自動的に計算されます。

9  居住用部分の増改築等に係る住宅借入金等の年末残高
増改築等に係る住宅借入金等の年末残高を入力してください。増改築を行った場合には、

下の表「増改築等に係る住宅借入金等の計算」にデータを入力してください。
10� 住宅取得特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高
住宅取得特別控除の基礎となる金額が、自動的に計算されます。

11  増改築等に係る住宅借入金の年末残高
増改築等に係る住宅借入金等の年末残高を入力してください。

12  増改築等に要した費用の額
増改築に要した費用の額を入力してください。

13  あなたの持分にかかる費用の額
増改築に要した金額のうち、あなたの持分にかかる金額が自動的に計算され表示されます。

14  増改築等の費用の額のうち、居住用部分の費用の額の占める割合

1．ハの金額
ハの金額が自動的に表示されます。

2．居住用部分の金額
居住用部分の金額を入力してください。

3．割合
住宅の総床面積のうち、居住用部分の床面積の割合を自動的に計算します。90％を

超えた場合には自動的に100％になります。
15  増改築等の費用の額に係る住宅借入金等の年末残高
11  か 13  のどちらか小さい方が自動的に表示されます。

16  居住用部分の増改築等にかかる住宅借入金等の年末残高
14  と 15  を掛けたものが自動的に計算されます。

17  阪神･淡路大震災の被災者適用税率
阪神･淡路大震災によって被害を受けたことにより、家屋の新築又は増改築等を行った方

に対する税率を適用するか否かを選択する項目です。

通常は「適用しない」が選択されています。適用する場合にはチェックボックスの「適

用する」を選択してください。



（5）控除データ入力

所得税に関する各種控除を受けるためのシートです。
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1  退職所得金額
退職所得金額を入力してください。

2  寡婦（寡夫）控除

1.判定
寡婦（寡夫）の場合に1を入力してください。

2.子供の数
寡婦控除の対象となる扶養親族のうち、子供の数を入力してください。

3  勤労学生控除
確定申告書（二面）の「勤労学生控除」の「学校」欄が記入されていて、かつ、勤労学

生控除の条件に当てはまる場合に自動的に計算されます。



4  障害者控除

1.（人数）
納税者や納税者の配偶者その他の親族が、障害者や特別障害者である場合に、その

合計人数を入力します。

2.内特別
左の欄の人数の内、特別障害者の人数を入力します。

5  配偶者控除
配偶者がいる場合、表の欄のどれか1つに1を入力してください。

※複数記入すると、控除額に0が表示されます。

6  配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額を記入してください。

7  扶養控除

1.（人数）
表の欄に人数を記入すると、自動的に計算され表示されます。

2.子供の数
区分に従って人数を入力します。

8  基礎控除
常に38万円です。



（6）確定申告書（一面）

確定申告書の一面（表面）です。
入力する部分がとても多いので、1つ1つ確かめて入力していってください。

白いセルに0が表示されていたり、エラーが表示されている場合には、他のシー
トに正しい数値が入っているか等を確認してください。
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入力するセルの数が多いので、重要な部分のみ説明します。
1  障害者控除
障害者の名前を入力してください。また、特別障害者である場合には、確定申告書に書

き写したとき、○で囲んでください。
2  配当控除
課税される所得金額が1,000万円を超える場合には複雑になるので、税務署に相談して

ください。1,000万円以下の場合には「株式等の配当所得金額の10％」を入力してくだ

さい。
3  給与所得以外の住民税の徴収方法の選択
黄色いセルになっていますが、保護がかかっているため書き込むことはできません。税

務署に提出する確定申告書の同じ欄に○を書き込んでください。

ユーザが入力する必要があるため、明示的に黄色いセルになっています。



（7）確定申告書（二面）

青色申告確定申告書の二面（裏面）です。
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一面と同様入力するセルが多いので、重要な部分を説明します。
1  医療費控除
右側にある白いセルには、医療費控除の内訳書の控除額欄から数値をコピーしています。

このシートの「医療を受けた人」、「続柄」、「病院・薬局の所在地・名称」は入力しなく

ても問題ありません。ただし、医療費控除の内訳書には、全ての正確な情報を入力して

ください。
2  勤労学生控除
学校の名前を入力しなければ控除は受けられません。また、学校名を入力した場合でも、

控除条件に当てはまらない場合は適用額が自動的に0になります。
3  住宅借入金（取得）等特別控除を受ける場合に記入してください。
住宅借入金（取得）等特別控除の証明書を要する場合には、税務署に提出する確定申告

書の同じ欄の「要する」を○で囲んでください。

ユーザーが書き込む必要があるため、明示的に黄色いセルで表示しています。

（8）一般・申告決算書

一般事業者の方は、これらのシートにデータを入力してください。（損益）、
（イ）、（ロ）、（貸借対照表）の4シートで構成されています。

○一般・申告決算書（損益）
一般事業者用の申告決算書（損益）です。
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1. 事業所の所在地、業種名屋号、連絡先、加入団体等を入力してください。
2.「損益決算書（自　月　日　至　月　日）」とある場所は、提出するための損益
決算書に手で書き入れてください。
3. 売上原価、経費、各種引当金・準備金等を入力してください。
　科目名が黄色いセルになっている場所には、表示されている科目で足りない場
合、自由に入力して結構です。各種引当金・準備金も同様です。

○一般・申告決算書（イ）
それぞれの項目のデータを入力してください。

上記の画面は青色申告特別控除額45万円選択時の画面です。

「本人データ入力」シートにおける青色申告特別控除額の項目を変更することにより、

本シートの青色申告特別控除額も55万円に表示されます（下記参照）。

　　　　　　　　　　　　　　

○一般・申告決算書（ロ）
主に減価償却費の計算をするシートです。減価償却資産の名称を入力して、数量や取得

年月、取得価格、減価償却の基礎になる金額、及び償却方法、耐用年数を入力すると、

自動的に減価償却率が計算されます。

他のセルも、項目に従って入力してください。



○一般・申告決算書（貸借対照表）
主に貸借対照表の計算をするシートです。

合計額が合わないとエラーが表示されますので、金額を確認してください。



（9）申告決算書（不動産用）

一般事業者用と同じく、（損益）、（イ）、（ロ）、（貸借対照表）の4シートで構
成されています。不動産所得のある方は、こちらのシートにデータを入力してく
ださい。

○不動産・申告決算書（損益）
一般事業者用と同じように入力してください。

○不動産・申告決算書（イ）
不動産収入の内訳と、給料賃金の内訳を入力します。



○不動産・申告決算書（ロ）
主に減価償却費の計算をするシートです。減価償却資産の名称を入力して、数量や取得

年月、取得価格、減価償却の基礎になる金額、及び償却方法、耐用年数を入力すると、

自動的に減価償却率が計算されます。

他のセルも、項目に従って入力してください。



○不動産・申告決算書（貸借対照表）
一般事業者用と同様に、合計欄が左右で違うとエラーが表示されます。金額を確認して

ください。



フォームを利用した確定申告

これまでデータを入力してきたフォームを利用した、確定申告の手続きを見て
いきましょう。この確定申告書の作成・提出・納付により、一連の手続きが完了
することになります。

（1）準備

確定申告書を作成する前に、必要な書類がそろっているか確認してください。
①確定申告書

1．使用する種類
通常は青色申告の確定申告書のうち、「一般用」を利用します。ただし、土地等の

譲渡・山林所得・退職所得等がある方は、「分離課税用」を使用してください。ま

た、純損失の繰越控除等の規定を利用される場合は、「損失申告用」の確定申告書

を利用してください。

2．青色申告決算書
青色申告決算書とは、青色申告者の所得金額を計算する書類で、不動産用・一般用

の2つがあり、事業主の事業種目に合致したものを利用します。なお、農業所得・

山林所得がある方は、税務署に問い合わせてください。

3．計算書類
計算書類は、確定申告書の内訳的な役目をする書類で、フォームで作成できるもの

は次のとおりです。

1）医療費控除の内訳書

2）住宅借入金（取得）等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残

高の計算明細書

②書類の入手
今年初めて確定申告を行う人は、確定申告書を最寄りの税務署の個人課税部門で入手す

ることになります。また、確定申告の受付期間中等は、1階のロビー等に確定申告書の

コーナーが設けられます。

（2）確定申告書の作成手順

フォームを利用して、次の手順で進めてください。
①データ入力の確認
各シートに必要事項が入力されているか確認してください。入力箇所を間違えたり、入

力されていない場合は、正確な計算が行われない可能性があります。

②データの出力
フォームの計算結果をプリントアウトしてください。画面で確認する方法もありますが、

間違いやすくなりますので、プリントアウトしてこれを利用することをおすすめします。
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③計算書類の利用

1．医療費控除の内訳書
「医療費控除の内訳書」の出力結果を指定の「医療費控除の内訳書」の封筒に貼り

付けて利用してください（通常の封筒を使用することも可能です）。出力結果を封

筒に同封する方法もありますが、この場合は封筒に住所・氏名を必ず記入するよう

にしてください。

2． 住宅借入金（取得）等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の

計算明細書
住宅取得等の特別控除に関しては、「平成12年分住宅取得控除データ入力」の出力

結果を指定の計算明細書に書き写してください。

④青色申告決算書の記入
青色申告決算書については、原則として出力したデータを青色申告決算書に書き写して

ください。ただし、「OCR」様式でない青色申告決算書を利用している税務署について

は、この出力結果をそのまま青色申告決算書として提出することも可能となっています

ので、一度所轄の税務署に確認してください。

書き写すときの注意として、不動産用と一般用を間違えないようにしてください。その

上、青色決算書はそれぞれ4枚から成り立っていますので、用紙を間違えないようによ

く確認して書き写してください。

1．申告決算書（損益）は、青色申告決算書の一面（1頁）に書き写してください。
2．申告決算書（イ）は、青色申告決算書の二面（2頁）に書き写してください。
3．申告決算書（ロ）は、青色申告決算書の三面（3頁）に書き写してください。
4．申告決算書（貸借対照表）は、青色申告決算書の四面（4頁）に書き写してく
ださい。

次に、決算書の一面に住所・事業所所在地・業種名・屋号・氏名・電話番号・加入団体

名を記入してください。氏名の欄には、フリガナの記入と捺印を忘れないようにしてく

ださい。

出力結果をそのまま利用される場合でも、捺印は必要ですので注意してください。

⑤確定申告書
出力結果を確定申告書に書き写してください。出力結果をそのまま提出することはでき

ません。

1．確定申告書の一面は、確定申告書の表面に書き写してください。
2．確定申告書の二面は、確定申告署の裏面に書き写してください。
次に確定申告書表面の上の部分に住所（事業所所在地を納税地としているときは、その

所在地）・平成13年1月1日現在の住所（納税地を住所としているときは、住所が同じ

だと思いますので、「同上」と記入）・氏名・生年月日・世帯主・世帯主との続柄・職業・



屋号（雅号）・電話番号を記入してください。氏名の欄には、フリガナの記入と捺印を忘

れないようにしてください。

最後に、確定申告書表面の左下部分に住所・屋号・氏名（フリガナ）・電話番号を記入し

ます。還付される金額がある場合には、還付される口座の記入を忘れないでください。

還付口座は、ご自分の口座に限られます。

なお、確定申告書表面の下にミシン目が入っていますが、切り取らないでください。この

ミシン目の中央部分に割印を押す箇所が1つありますので注意してください。

以上で確定申告書の記入が完成したことになりますが、もう一度内容を確認してください。

（3）確定申告書の提出

完成した確定申告書は、納税地の税務署に平成13年2月16日から平成13年
3月15日までに提出しなければなりません。
ただし、郵送による提出も可能です。郵送による場合は、返信用の封筒（切手

貼付済）を同封して、できれば簡易書留で行ってください。これは、確実に配達
されるようにするためと、郵便局の消印が税務署への提出日とみなされますので、
簡易書留で提出日をはっきりさせ、提出した証拠を残すようにするためです。こ
の意味からも、「書留郵便物受領書」は、大切に保管してください。返信用封筒
を同封するのは、税務署の受付印を押した確定申告書の控を返送してもらうため
です。この受付印は、税務署に申告書を提出に行かれる方も、その提出窓口で確
定申告書の控も提出し押してもらうようにしてください。銀行借入等をするとき
に必要となりますので、必ず行っておくべきです。

（4）税金の納付

確定申告で納付することとなった所得税額は、税務署で申告書の提出と同時に
納付することができます。この場合は、納付窓口は申告書提出窓口と異なります
ので、国庫金取り扱い窓口（納付窓口）を訪ねてください。
また、税務署だけでなく金融機関・郵便局等でも納付することができます。


